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コミットメントライン設定のお知らせ 
 
当社は、下記のとおりシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結い

たしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．コミットメントライン設定の事由 

金融経済環境が大きく変化する中、有利子負債の圧縮を図るとともに、資金調達の

機動性と安定性を確保することを目的に本契約の締結を行いました。 
 
２．コミットメントライン契約の概要 

(1)総貸付極度額   ５０億円 
(2)契 約 日   平成１７年３月３１日 
(3)契約終了日   平成２０年３月３０日まで 
(4)アレンジャー兼     株式会社みずほコーポレート銀行 
    エージェント 
(5)コ・アレンジャー    株式会社横浜銀行 
(6)貸 付 人    株式会社みずほコーポレート銀行 
           株式会社横浜銀行 
                    株式会社四国銀行 
                    株式会社千葉銀行 

                        農林中央金庫 
 

以 上 
 

（ご参考）コミットメントラインとは 
予め合意された期間や融資限度額の範囲内で、金銭が貸付られることが、法的に確約（コ

ミット）された融資枠のことです。 
  従って、当社はこの融資枠の範囲であれば、契約期間中、契約内容に従い、いつでも 
 契約した金融機関（貸付人）から借入できる権利を保有します。 


